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(57)【要約】
【課題】Ｘ線診断装置によって取得されたＸ線画像と、
超音波診断装置によって取得された超音波画像との位置
関係を容易に把握することが可能な医用画像表示システ
ムを提供する。
【解決手段】プローブ位置検出部２４は超音波プローブ
２１の位置を検出する。演算部３は、Ｘ線発生部１１の
位置、Ｘ線検出部１２の位置、及び検出された超音波プ
ローブ２１の位置に基づいて、Ｘ線検出部１２の検出面
における超音波プローブ２１の位置を求める。表示制御
部４は、Ｘ線画像取得部１０によって取得されたＸ線画
像を表示部５１に表示させ、演算手段によって求められ
た検出面における位置に対応するＸ線画像上の位置に、
検出面における超音波プローブを表すマーカを表示させ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を照射するＸ線発生手段と、
　被検体を間にして前記Ｘ線発生手段と対向して配置され、前記Ｘ線発生手段から照射さ
れて前記被検体を透過したＸ線を検出するＸ線検出手段と、
　前記Ｘ線検出手段からの出力に基づいてＸ線画像データを生成するＸ線画像生成手段と
、
　超音波を送受信する超音波プローブと、
　前記超音波プローブの出力に基づいて超音波画像データを生成する超音波画像生成手段
と、
　前記超音波プローブの位置を検出するプローブ位置検出手段と、
　前記超音波画像データに基づく超音波画像を表示手段に表示させる第１表示制御手段と
、
　前記Ｘ線発生手段の位置、前記Ｘ線検出手段の位置、及び前記検出された前記超音波プ
ローブの位置に基づいて、前記Ｘ線画像における前記超音波プローブの位置、前記超音波
プローブから送信される超音波によってスキャンされるスキャン範囲の前記Ｘ線画像にお
ける位置、又は、前記表示手段に表示されている前記超音波画像において指定された所望
領域の前記Ｘ線画像における位置を求める演算手段と、
　前記Ｘ線画像データに基づくＸ線画像を前記表示手段に表示させ、前記演算手段によっ
て求められた前記Ｘ線画像上の位置に、前記超音波プローブの位置を表すマーカ、前記ス
キャン範囲を表すマーカ、又は、前記所望領域を表すマーカを表示させる第２表示制御手
段と、
　を有することを特徴とする医用画像表示システム。
【請求項２】
　前記検出された前記超音波プローブの位置を示す位置情報を前記超音波画像データに付
帯させて記憶する画像記憶手段を更に有し、
　前記演算手段は、前記Ｘ線発生手段の位置、前記Ｘ線検出手段の位置、及び前記画像記
憶手段に記憶されている前記超音波画像データに付帯されている前記検出された前記超音
波プローブの位置に基づいて、前記Ｘ線画像における前記超音波プローブの位置、前記超
音波プローブから送信される超音波によってスキャンされる前記スキャン範囲の前記Ｘ線
画像における位置、又は、前記表示手段に表示されている前記超音波画像において指定さ
れた前記所望領域の前記Ｘ線画像における位置を求めることを特徴とする請求項１に記載
の医用画像表示システム。
【請求項３】
　前記演算手段は、前記Ｘ線発生手段を視点として仮定し、前記Ｘ線検出手段の検出面を
投影面として仮定し、前記検出された前記超音波プローブ、前記スキャン範囲、又は前記
所望領域を、前記視点から前記検出面に投影することで、前記Ｘ線画像における前記超音
波プローブの位置、前記Ｘ線画像における前記スキャン範囲の位置、又は、前記Ｘ線画像
における前記所望領域の位置を求めることを特徴とする請求項１又は請求項２のいずれか
に記載の医用画像表示システム。
【請求項４】
　前記プローブ位置検出手段は、３次元空間における前記超音波プローブの位置を検出し
、
　前記演算手段は、前記検出された前記３次元空間における前記超音波プローブの位置を
基準にして、前記３次元空間における前記スキャン範囲の位置、又は、前記３次元空間に
おける前記所望領域の位置を求め、前記Ｘ線発生手段を視点として仮定し、前記Ｘ線検出
手段の検出面を投影面として仮定し、前記３次元空間における超音波プローブ、前記３次
元空間における前記スキャン範囲、又は、前記３次元空間における前記所望領域を、前記
視点から前記検出面に投影することで、前記Ｘ線画像における前記超音波プローブの位置
、前記Ｘ線画像における前記スキャン範囲の位置、又は、前記Ｘ線画像における前記所望
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領域の位置を求めることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の医用画像
表示システム。
【請求項５】
　前記プローブ位置検出手段は、前記超音波プローブの位置として、前記超音波プローブ
の複数個所の位置を検出することで前記超音波プローブの形状及び位置を検出し、
　前記演算手段は、前記Ｘ線発生手段の位置、前記Ｘ線検出手段の位置、及び前記超音波
プローブの形状及び位置に基づいて、前記Ｘ線画像における前記超音波プローブの形状及
び位置を求め、
　前記第２表示制御手段は、前記演算手段によって求められた前記Ｘ線画像上の位置に、
前記超音波プローブの形状を表すマーカを、前記超音波プローブの位置を表すマーカとし
て表示させることを特徴とする請求項１に記載の医用画像表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、Ｘ線診断装置によって取得されたＸ線画像と、超音波診断装置によって取
得された超音波画像とを表示する医用画像表示システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線診断装置は、心臓や頭部や腹部などにおける血管の造影検査に用いられている。例
えば、インターベンションと称されるカテーテルを利用した治療方法が行われている。１
例として、末梢血管のインターベンション（Ｐｅｒｃｕｔａｎｅｏｕｓ　Ｐｅｒｉｐｈｅ
ｒａｌ　Ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎ；ＰＰＩ）が行われている。これは、例えば下肢動脈
に梗塞があり、これを治療する場合に大腿動脈などからガイドワイヤを挿入し、このガイ
ドワイヤをＸ線透視下において目的とする血管まで進め、その目的部位においてバルーン
カテーテルなどを使用して、血管の狭窄部の開大を行うものである。このインターベンシ
ョンにより治療を行う場合には、血管内でガイドワイヤとカテーテルとを移動させて、目
的部位にガイドワイヤとカテーテルとを到達させるためのガイドとして、Ｘ線診断装置に
よるＸ線透視などが用いられている（例えば特許文献１及び特許文献２参照）。また、イ
ンターベンションにおいては、超音波診断装置も用いられている。この場合、Ｘ線診断装
置と超音波診断装置とを用いて撮影を行い、その撮影の下、ガイドワイヤとカテーテルと
を目的部位まで進めて治療を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３８０７３号公報
【特許文献２】特開平１０－１３７２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上のように、Ｘ線診断装置と超音波診断装置とを併用して治療を行っていたが、超音
波診断装置によって取得される超音波画像は視野が狭く、Ｘ線診断装置によって取得され
たＸ線画像と、超音波診断装置によって取得された超音波画像との間には位置的な関連性
がない。そのため、術者にとって、超音波画像に表わされている部位が、Ｘ線画像のどの
部分に相当するのかを把握することが困難であった。
【０００５】
　また、完全閉塞している血管を開通させるためには、まずガイドワイヤを閉塞部に通す
必要がある。この作業では超音波診断装置が用いられる。具体的には、超音波診断装置に
よって閉塞部の血管壁及びガイドワイヤを撮影し、その撮影で得られた超音波画像を参照
しながら、術者は閉塞部内をガイドワイヤを進める。しかしながら、超音波診断装置は被
検体内の断面を超音波で走査し、その断面の画像化を行っている。そのため、ガイドワイ
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ヤの先端が超音波の走査対象に含まれるように、すなわち、ガイドワイヤの先端が超音波
画像に表わされるように、超音波プローブの位置を調整しながら撮影することが困難であ
った。また、上述したように、超音波画像に表わされている部位が、Ｘ線画像のどの部位
に相当するかを把握することが困難であるため、Ｘ線画像を参照しながら、ガイドワイヤ
の先端が超音波画像に表わされるように超音波プローブの位置を調整することは困難であ
った。
【０００６】
　この発明は上記の問題を解決するものであり、Ｘ線診断装置によって取得されたＸ線画
像と、超音波診断装置によって取得された超音波画像との位置関係を容易に把握すること
が可能な医用画像表示システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、Ｘ線を照射するＸ線発生手段と、被検体を間にして前記Ｘ線
発生手段と対向して配置され、前記Ｘ線発生手段から照射されて前記被検体を透過したＸ
を検出するＸ線検出手段と、前記Ｘ線検出手段からの出力に基づいてＸ線画像データを生
成するＸ線画像生成手段と、超音波を送受信する超音波プローブと、前記超音波プローブ
の出力に基づいて超音波画像データを生成する超音波画像生成手段と、前記超音波プロー
ブの位置を検出するプローブ位置検出手段と、前記超音波画像データに基づく超音波画像
を表示手段に表示させる第１表示制御手段と、前記Ｘ線発生手段の位置、前記Ｘ線検出手
段の位置、及び前記検出された前記超音波プローブの位置に基づいて、前記Ｘ線画像にお
ける前記超音波プローブの位置、前記超音波プローブから送信される超音波によってスキ
ャンされるスキャン範囲の前記Ｘ線画像における位置、又は、前記表示手段に表示されて
いる前記超音波画像において指定された所望領域の前記Ｘ線画像における位置を求める演
算手段と、前記Ｘ線画像データに基づくＸ線画像を前記表示手段に表示させ、前記演算手
段によって求められた前記Ｘ線画像上の位置に、前記超音波プローブの位置を表すマーカ
、前記スキャン範囲を表すマーカ、又は、前記所望領域を表すマーカを表示させる第２表
示制御手段と、を有することを特徴とする医用画像表示システムである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によると、超音波プローブの位置を検出し、Ｘ線発生手段の位置、Ｘ線検出手
段の位置、及び検出された超音波プローブの位置に基づいて、Ｘ線検出手段の検出面にお
ける超音波プローブの位置又はスキャン範囲の位置を求め、Ｘ線画像上に超音波プローブ
を示すマーカ又はスキャン範囲を示すマーカを表示することで、操作者は、Ｘ線画像と超
音波画像との位置関係を容易に把握することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施形態に係る医用画像表示システムを示すブロック図である。
【図２】超音波プローブとＸ線管とＸ線検出部との位置関係を説明するための図である。
【図３】スキャン範囲マーカが重畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。
【図４】プローブマーカが重畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。
【図５】スキャン範囲マーカが重畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。
【図６】プローブマーカが重畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。
【図７】注目領域マーカが重畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　この発明の実施形態に係る医用画像表示システムについて図１を参照して説明する。図
１は、この発明の実施形態に係る医用画像表示システムを示すブロック図である。この発
明の実施形態に係る医用画像表示システムは、Ｘ線診断装置１と、超音波診断装置２と、
演算部３と、表示制御部４と、ユーザインターフェース（ＵＩ）５とを備えている。
【００１１】
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［Ｘ線診断装置１］
　Ｘ線診断装置１は、Ｘ線画像取得部１０と、Ｘ線画像記憶部１６と、第１制御部１７と
を備えている。また、Ｘ線画像取得部１０は、Ｘ線発生部１１と、Ｘ線検出部１２と、寝
台天板１３と、保持部１４（Ｃアーム）と、Ｘ線画像生成部１５とを備えている。
【００１２】
　Ｘ線発生部１１とＸ線検出部１２とは、保持部１４（Ｃアーム）によって支持されて、
寝台天板１３を挟むように対向配置されている。Ｘ線発生部１１は、Ｘ線管とＸ線絞り器
とを備えている。Ｘ線発生部１１には図示しない高電圧発生部が接続されており、高電圧
発生部はＸ線発生部１１のＸ線管に高電圧を供給する。Ｘ線管から照射されたＸ線は、Ｘ
線絞り器で所定のビーム幅に形成されて、寝台天板１３に載置された被検体Ｐに照射され
る。
【００１３】
　被検体Ｐを透過したＸ線はＸ線検出部１２にて検出される。Ｘ線検出部１２は、例えば
、検出器が２次元的に配列されたＸ線平面検出器、又はＸ線Ｉ．Ｉ．（イメージ・インテ
ンシファイア）が用いられる。Ｘ線画像生成部１５は、Ｘ線検出部１２からの出力に基づ
いてＸ線画像データを生成する。Ｘ線画像生成部１５は、Ｘ線画像データをＸ線画像記憶
部１６に出力する。Ｘ線画像記憶部１６は、Ｘ線画像生成部１５によって生成されたＸ線
画像データを記憶する。Ｘ線画像取得部１０が取得するＸ線画像データは、静止画像デー
タであっても良いし、動画像データであっても良い。静止画像としては、ラストイメージ
ホールド像（ＬＩＨ像）や、ワンショット像などが該当する。ＬＩＨ機能は、透視像の最
後の画像を、透視を終了した後も表示させる機能であり、ＬＩＨ像は、その透視像の最後
に表わされた画像である。ワンショット像は、１度の撮影で取得される画像である。また
、動画像としては透視像や撮影像などが該当する。なお、Ｘ線発生部１１が、この発明の
「Ｘ線発生手段」の１例に相当し、Ｘ線検出部１２が、この発明の「Ｘ線検出手段」の１
例に相当し、Ｘ線画像生成部１５が、この発明の「Ｘ線画像生成手段」の１例に相当する
。
【００１４】
　Ｘ線診断装置１には、寝台天板１３を被検体Ｐの体軸方向（Ｚ方向）に移動させる図示
しない天板移動機構と、保持部１４（Ｃアーム）を被検体Ｐの周囲で移動させる図示しな
い保持部移動機構とが、設置されている。第１制御部１７は、保持部１４（Ｃアーム）を
被検体Ｐの周囲で移動させるための制御信号を保持部移動機構に出力し、Ｘ線照射位置及
びＸ線照射方向の設定を行う。例えば、保持部１４（Ｃアーム）の角度を変えることで、
Ｘ線発生部１１とＸ線検出部１２とを斜めの方向に配置して撮影を行っても良い。
【００１５】
　また、第１制御部１７は、寝台移動機構に制御信号を出力し、被検体Ｐに対する撮影部
位の設定を行う。また、第１制御部１７は、Ｘ線発生部１１における管電流、管電圧、照
射時間などのＸ線照射条件を図示しない高電圧発生部に出力し、Ｘ線発生部１１によるＸ
線の照射を制御する。
【００１６】
　保持部１４（Ｃアーム）にＸ線発生部１１とＸ線検出部１２とが設置されているため、
保持部１４（Ｃアーム）の位置によって、Ｘ線発生部１１のＸ線管の位置と、Ｘ線検出部
１２の位置とが特定される。第１制御部１７は、Ｘ線発生部１１のＸ線管の位置を示す情
報（座標情報）と、Ｘ線検出部１２の位置を示す情報（座標情報）と、寝台天板１３の位
置を示す情報（座標情報）とを、演算部３に出力する。保持部１４（Ｃアーム）の位置に
よって、Ｘ線管の位置とＸ線検出部１２の位置とが特定されるため、第１制御部１７は、
保持部１４（Ｃアーム）の位置を示す座標情報と、寝台天板１３の座標情報とを演算部３
に出力しても良い。
【００１７】
　例えば、第１制御部１７は、Ｘ線照射の中心をアイソセンタ（ｘ、ｙ、ｚ）＝（０、０
、０）とし、そのアイソセンタを原点とした直交座標系を規定し、その直交座標系におけ
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るＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天
板１３の座標情報とを演算部３に出力する。または、第１制御部１７は、Ｘ線発生部１１
とＸ線検出部１２とが保持部１４（Ｃアーム）によって回転させられるときの、その回転
の中心をアイソセンタとしても良い。この場合、第１制御部１７は、回転中心を原点とし
た直交座標系を規定し、その直交座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の
座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報とを演算部３に出力する
。または、第１制御部１７は、Ｘ線発生部１１のＸ線管の位置を直交座標系の原点として
も良い。
【００１８】
　以下、第１制御部１７が規定した座標系を、「Ｘ線座標系」と称することにする。第１
制御部１７は、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保
持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報とを、演算部３とＸ線画像記憶部１６
とに出力する。また、第１制御部１７は、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセ
ンタの座標情報）を演算部３とＸ線画像記憶部１６とに出力する。
【００１９】
　Ｘ線画像記憶部１６は、Ｘ線画像データに、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及び
Ｘ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報と、Ｘ
線座標系の原点の座標情報とを付帯させて記憶する。
【００２０】
　表示制御部４は、Ｘ線画像記憶部１６からＸ線画像データを読み込んで、Ｘ線画像デー
タに基づくＸ線画像を表示部５１に表示させる。
【００２１】
［超音波診断装置２］
　超音波診断装置２は、超音波画像取得部２０と、プローブ位置検出部２４と、超音波画
像記憶部２５と、第２制御部２６と、領域特定部２８とを備えている。
【００２２】
（超音波画像取得部２０）
　超音波画像取得部２０は、超音波プローブ２１と、送受信部２２と、超音波画像生成部
２３とを備えている。超音波プローブ２１には、複数の超音波振動子が所定方向（走査方
向）に１列に配置された１次元アレイプローブ、又は、複数の超音波振動子が２次元的に
配置された２次元アレイプローブが用いられる。
【００２３】
　送受信部２２は送信部と受信部とを備えている。送受信部２２は、超音波プローブ２１
に電気信号を供給して超音波を発生させるとともに、超音波プローブ２１が受信したエコ
ー信号を受信する。
【００２４】
　超音波画像生成部２３は、送受信部２２から出力されるエコー信号に基づいて、超音波
画像データを生成する。例えば、超音波画像生成部２３は、送受信部２２から送られる受
信信号に対してバンドパスフィルタ処理を行い、その後、出力信号の包絡線を検波し、検
波されたデータに対して対数変換による圧縮処理を施すことにより、Ｂモード超音波ラス
タデータを生成する。そして、超音波画像生成部２３は、Ｂモード超音波ラスタデータに
基づいて超音波画像データを生成する。例えば、超音波画像生成部２３は、ＤＳＣ（Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｓｃａｎ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ：デジタルスキャンコンバータ）を備え、走
査線の信号列で表わされる信号処理後のデータを、直交座標で表わされる画像データに変
換する（スキャンコンバージョン処理）。例えば、超音波画像生成部２３は、信号処理後
のデータにスキャンコンバージョン処理を施すことで、被検体の組織の形状を表すＢモー
ド画像データを生成する。超音波画像生成部２３は、Ｂモード画像データなどの超音波画
像データを超音波画像記憶部２５に出力する。超音波画像記憶部２５は、超音波画像生成
部２３によって生成された超音波画像データを記憶する。なお、超音波画像生成部２３は
、この発明の「超音波画像生成手段」の１例に相当する。
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【００２５】
　表示制御部４は、超音波画像記憶部２５から超音波画像データを読み込んで、超音波画
像に基づく超音波画像を表示部５１に表示させる。
【００２６】
（プローブ位置検出部２４）
　プローブ位置検出部２４は、超音波プローブ２１の位置を検出する。超音波プローブ２
１の位置検出法として各種の方法が提案されている。例えば、超音波センサや磁気センサ
を用いることで、超音波プローブ２１の位置を検出することができる。磁気センサを用い
たプローブ位置検出部２４は、特開２０００－５１６８号公報などに記載されているよう
に、磁気を発生するトランスミッタ（磁気発生部）と、この磁気を検出する複数の磁気セ
ンサを有したレシーバと、検出された磁気に基づく電気信号（検出信号）を処理すること
で超音波プローブ２１の位置を求める位置情報算出部（いずれも図示しない）とを、備え
ている。磁気センサ有するレシーバは、超音波プローブ２１の表面に装着され、トランス
ミッタは、超音波プローブ２１の近傍に設置される。そして、位置情報算出部は、磁気に
よって計測された複数の磁気センサの各々とトランスミッタとの距離に基づいて、超音波
プローブ２１の位置情報（座標情報）を算出する。または、超音波プローブ２１に信号発
信器を取り付け、プローブ位置検出部２４が、超音波プローブ２１に設置された信号発信
器から発信された信号を受信し、その受信信号に基づいて超音波プローブ２１の位置を検
出しても良い。なお、プローブ位置検出部２４が、この発明の「プローブ位置検出手段」
の１例に相当する。
【００２７】
　例えば、第２制御部２６は、超音波診断装置２の筐体の所定位置を座標系の原点として
直交座標系を規定し、プローブ位置検出部２４は、その直交座標系における超音波プロー
ブ２１の位置を検出する。以下、第２制御部２６が規定した座標系を、「超音波座標系」
と称することにする。プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ
２１の位置を示す座標情報を、第２制御部２６と超音波画像記憶部２５とに出力する。
【００２８】
　超音波プローブ２１の形状を特定するために、プローブ位置検出部２４は、超音波プロ
ーブ２１の複数個所の位置を検出しても良い。例えば、プローブ位置検出部２４は、超音
波プローブ２１の形状を形づくる特徴的な複数の位置を検出する。プローブ位置検出部２
４は、上述した磁気センサや超音波センサを用いた検出方法によって、超音波プローブ２
１の複数個所の位置を検出する。この場合、プローブ位置検出部２４は、超音波プローブ
２１の複数個所の位置を示す座標情報（以下、「プローブ形状情報」と称する）を、第２
制御部２６と超音波画像記憶部２５とに出力する。このプローブ形状情報は、超音波プロ
ーブ２１の複数個所の位置を示しているため、超音波プローブ２１の形状と位置とを示し
ていることになる。
【００２９】
　また、プローブ位置検出部２４は、同様の検出方法によって、Ｘ線座標系の原点の位置
を検出し、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報を第２制御部２６と超音波
画像記憶部２５とに出力する。例えば、Ｘ線照射の中心をアイソセンタとし、そのアイソ
センタをＸ線座標系の原点とする場合、プローブ位置検出部２４は、Ｘ線診断装置１のア
イソセンタの位置を検出し、超音波座標系におけるアイソセンタの座標情報を第２制御部
２６と超音波画像記憶部２５とに出力する。
【００３０】
　また、超音波センサや磁気センサ以外の方法によって超音波プローブ２１の位置を検出
しても良い。例えば、ＧＰＳによって超音波プローブ２１の位置を特定しても良い。また
は、寝台天板１３に設置された保持部（アーム）に超音波プローブ２１を取り付け、その
保持部の位置によって、超音波プローブ２１の位置を特定しても良い。
【００３１】
（第２制御部２６）
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　また、第２制御部２６は、スキャン範囲設定部２７を備えている。スキャン範囲設定部
２７は、超音波プローブ２１の位置を基準にして、超音波を送受信する深さと範囲（角度
）とを含むスキャン範囲を設定し、スキャン範囲を示す情報を超音波画像取得部２０に出
力する。例えば、スキャン範囲設定部２７は、初期設定されたスキャン範囲を示す情報を
記憶しておき、そのスキャン範囲を示す情報を超音波画像取得部２０に出力する。また、
操作者が操作部５２を用いてスキャン範囲（深さと角度）を入力し、スキャン範囲設定部
２７は、操作者によって入力されたスキャン範囲を示す情報を超音波画像取得部２０に出
力しても良い。送受信部２２は、設定されたスキャン範囲を超音波プローブ２１に走査さ
せる。また、超音波座標系における超音波プローブ２１の位置がプローブ位置検出部２４
によって検出されているため、第２制御部２６は、超音波プローブ２１の位置を基準にし
て、超音波座標系におけるスキャン範囲の位置を求める。そして、第２制御部２６は、超
音波座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報を超音波画像記
憶部２５に出力する。
【００３２】
（超音波画像記憶部２５）
　超音波画像記憶部２５は、超音波画像取得部２０によって取得された超音波画像データ
に、超音波座標系における超音波プローブ２１の位置を示す座標情報と、超音波座標系に
おける超音波のスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報と、超音波座標系に
おけるＸ線座標系の原点の座標情報とを、付帯させて記憶する。または、超音波画像記憶
部２５は、超音波画像データに、超音波座標系における超音波プローブ２１の形状及び位
置を示すプローブ形状情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報とを、
付帯させて記憶する。
【００３３】
（領域特定部２８）
　表示部５１に超音波画像が表示されている状態で、操作者が操作部５２を用いて超音波
画像上の所望領域（注目領域）を指定すると、領域特定部２８は、操作者によって指定さ
れた注目領域の座標情報をユーザインターフェース（ＵＩ）５から受けて、超音波座標系
における注目領域の位置を特定する。まず、領域特定部２８は、表示部５１に表示されて
いる超音波画像データを超音波画像記憶部２５から読み込む。そして、領域特定部２８は
、超音波画像データに付帯されているスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情
報と、操作者によって指定された注目領域の超音波画像上での座標情報とに基づいて、ス
キャン範囲内における指定された注目領域の位置を特定する。つまり、領域特定部２８は
、スキャン範囲と、そのスキャン範囲を走査することで取得された超音波画像との位置関
係に基づいて、スキャン範囲内における超音波画像上で指定された注目領域の位置を特定
する。そして、領域特定部２８は、超音波座標系における注目領域の形状及び位置を示す
注目領域情報を第２制御部２６に出力する。
【００３４】
　第２制御部２６は、超音波座標系における超音波プローブ２１の位置を示す座標情報と
、超音波座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報と、超音波
座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とを、演
算部３に出力する。または、第２制御部２６は、超音波座標系における超音波プローブ２
１の形状及び位置を示すプローブ形状情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の
座標情報とを、演算部３に出力する。または、第２制御部２６は、超音波座標系における
注目領域の形状及び位置を示す注目領域情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点
の座標情報とを、演算部３に出力する。
【００３５】
［演算部３］
　演算部３は、座標変換部３１と投影位置算出部３２とを備えている。演算部３は、Ｘ線
検出部１２の検出面上における超音波プローブ２１の位置、超音波のスキャン範囲の位置
、超音波プローブ２１の形状、及び注目領域の位置を求める。ここで、演算部３の処理に
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ついて図２を参照して説明する。図２は、超音波プローブとＸ線管とＸ線検出部との位置
関係を説明するための図である。
【００３６】
（座標変換部３１）
　座標変換部３１は、超音波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座
標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とを、第２
制御部２６から受ける。また、座標変換部３１は、Ｘ線座標系におけるＸ線発生部１１の
Ｘ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板
１３の座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とを
第１制御部１７から受ける。
【００３７】
　そして、座標変換部３１は、第２制御部２６から出力された超音波座標系におけるＸ線
座標系の原点の座標情報と、第１制御部１７から出力されたＸ線座標系の原点の座標情報
とに基づき、Ｘ線座標系と超音波座標系とで共通しているＸ線座標系の原点の位置を基準
にして、超音波座標系で表わされている超音波プローブ２１の座標を、Ｘ線座標系で表わ
される座標に変換することで、Ｘ線座標系における超音波プローブ２１の位置を求める。
例えば図２に示すように、座標変換部３１は、Ｘ線座標系におけるアイソセンタの位置（
０、０、０）を基準にして、超音波座標系で表わされている超音波プローブ２１の座標を
、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系における超音波プローブ２
１の位置Ｑ１（ｘ１、ｙ１、ｚ１）を求める。なお、図２に示す例では、寝台天板１３上
に載置された被検体Ｐ内にアイソセンタ（０、０、０）が設定されている。
【００３８】
　同様に、座標変換部３１は、超音波座標系における超音波のスキャン範囲の形状及び位
置を示すスキャン範囲情報を第２制御部２６から受けて、Ｘ線座標系の原点の位置を基準
にして、超音波座標系で表わされているスキャン範囲の座標を、Ｘ線座標系で表わされる
座標に変換することで、Ｘ線座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置を求める。
【００３９】
　または、座標変換部３１は、超音波座標系における超音波プローブ２１の複数個所の位
置を示す座標情報（プローブ形状情報）を第２制御部２６から受けて、Ｘ線座標系の原点
の位置を基準にして、超音波座標系で表わされているプローブ形状情報を、Ｘ線座標系で
表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系における超音波プローブ２１の形状及び位
置を求める。
【００４０】
　または、座標変換部３１は、超音波座標系における注目領域の形状及び位置を示す注目
領域情報を第２制御部２６から受けて、Ｘ線座標系の原点の位置を基準にして、超音波座
標系で表わされる注目領域の座標を、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ
線座標系における注目領域の形状及び位置を求める。
【００４１】
　以上のように、座標変換部３１は、Ｘ線診断装置１のＸ線の線束内における超音波プロ
ーブの位置、スキャン範囲の位置、又は注目領域の位置を特定する。
【００４２】
（投影位置算出部３２）
　投影位置算出部３２は、Ｘ線座標系におけるＸ線管１１Ａの位置及びＸ線検出部１２の
位置と、Ｘ線座標系における超音波プローブ２１の位置Ｑ１（ｘ１、ｙ１、ｚ１）とに基
づいて、超音波プローブ２１の位置をＸ線検出部１２の検出面に投影することで、投影さ
れた位置Ｑ２（ｘ２、ｙ２、ｚ２）を求める。例えば図２に示すように、投影位置算出部
３２は、Ｘ線管１１Ａの位置とＸ線検出部１２の位置と超音波プローブ２１の位置Ｑ１（
ｘ１、ｙ１、ｚ１）とに基づいて、Ｘ線管１１Ａから照射されるＸ線の焦点１１Ｂの位置
から超音波プローブ２１の位置Ｑ１（ｘ１、ｙ１、ｚ１）をＸ線検出部１２の検出面に投
影することで、投影された位置Ｑ２（ｘ２、ｙ２、ｚ２）を求める。投影位置算出部３２
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は、Ｘ線管１１Ａの焦点１１Ｂの位置を視点と仮定し、Ｘ線検出部１２の検出面を投影面
と仮定して、超音波プローブ２１の位置Ｑ１（ｘ１、ｙ１、ｚ１）と視点（焦点１１Ｂの
位置）とを直線（投影線）で結び、その投影線をＸ線検出部１２の検出面（投影面）まで
延長することで、投影線と検出面（投影面）との交点を求める。投影位置算出部３２は、
その交点の位置Ｑ２（ｘ２、ｙ２、ｚ２）を、Ｘ線検出部１２の検出面における超音波プ
ローブ２１の位置と定義する。
【００４３】
　または、投影位置算出部３２は、Ｘ線座標系におけるＸ線管１１Ａの位置及びＸ線検出
部１２の位置と、Ｘ線座標系における超音波プローブ２１の形状及び位置とに基づいて、
Ｘ線管１１Ａの焦点１１Ｂの位置から超音波プローブ２１をＸ線検出部１２の検出面に投
影することで、検出面における超音波プローブ２１の形状及び位置を求める。例えば、投
影位置算出部３２は、Ｘ線管１１Ａの焦点１１Ｂを視点と仮定し、Ｘ線検出部１２の検出
面を投影面と仮定して、プローブ形状情報が表す超音波プローブ２１の形状の任意の点と
視点（焦点１１Ｂの位置）とを直線（投影線）で結び、その投影線をＸ線検出部１２の検
出面（投影面）まで延長することで、投影線と検出面（投影面）との交点を求める。そし
て、投影位置算出部３２は、その交点を結んでいくことで検出面（投影面）上に超音波プ
ローブ２１の平面投影像２１Ａを作成する。投影位置算出部３２は、この平面投影像２１
Ａを、Ｘ線検出部１２の検出面における超音波プローブ２１の形状及び位置を示すプロー
ブ形状情報と定義する。
【００４４】
　または、投影位置算出部３２は、Ｘ線座標系におけるＸ線管１１Ａの位置及びＸ線検出
部１２の位置と、Ｘ線座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置とに基づいて、Ｘ線管
１１Ａの焦点１１Ｂの位置からスキャン範囲をＸ線検出部１２の検出面に投影することで
、検出面におけるスキャン範囲の形状及び位置を求める。
【００４５】
　または、投影位置算出部３２は、Ｘ線座標系におけるＸ線管１１Ａの位置及びＸ線検出
部１２の位置と、Ｘ線座標系における注目領域の形状及び位置とに基づいて、Ｘ線管１１
Ａの焦点１１Ｂの位置から注目領域をＸ線検出部１２の検出面に投影することで、検出面
における注目領域の形状及び位置を求める。
【００４６】
　演算部３は、Ｘ線検出部１２の検出面における超音波プローブ２１の位置Ｑ２を示す座
標情報、その検出面におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報、その
検出面における超音波プローブ２１の形状及び位置を示すプローブ形状情報（平面投影像
２１Ａ）、及び、その検出面における注目領域の形状及び位置を示す注目領域情報を、表
示制御部４に出力する。なお、演算部３が、この発明の「演算手段」の１例に相当する。
【００４７】
［表示制御部４］
　表示制御部４は、マーカ生成部４１と画像合成部４２とを備えている。表示制御部４は
、Ｘ線画像記憶部１６からＸ線画像データを読み込んで、そのＸ線画像データに基づくＸ
線画像を表示部５１に表示させる。また、表示制御部４は、超音波画像記憶部２５から超
音波画像データを読み込んで、その超音波画像データに基づく超音波画像を表示部５１に
表示させる。表示制御部４は、Ｘ線画像と超音波画像とを別々のモニタ（表示部５１）に
表示させても良いし、同じモニタに表示させても良い。なお、表示制御部４が、この発明
の「第１表示制御手段」及び「第２表示制御手段」の１例に相当する。
【００４８】
（マーカ生成部４１）
　マーカ生成部４１は、演算部３から出力されたＸ線検出部１２の検出面におけるスキャ
ン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報に基づいて、スキャン範囲の形状を表すマ
ーカ（以下、「スキャン範囲マーカ」と称する）を生成する。
【００４９】
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　または、マーカ生成部４１は、演算部３から出力されたＸ線検出部１２の検出面におけ
る超音波プローブ２１の形状及び位置を示すプローブ形状情報に基づいて、超音波プロー
ブ２１の形状を表すマーカ（以下、「プローブマーカ」と称する）を生成する。
【００５０】
　または、マーカ生成部４１は、演算部３から出力されたＸ線検出部１２の検出面におけ
る注目領域の形状及び位置を示す注目領域情報に基づいて、注目領域の形状を表すマーカ
（以下、「注目領域マーカ」と称する）を生成する。
【００５１】
（画像合成部４２）
　画像合成部４２は、Ｘ線画像記憶部１６から読み込んだＸ線画像データと、マーカ生成
部４１によって生成されたマーカとを合成する。表示制御部４は、画像合成部４２によっ
て合成された画像を表示部５１に表示させる。これにより、Ｘ線画像にマーカが重畳され
た状態で表示部５１に表示される。
【００５２】
　例えば、画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいてスキャン範囲情報が示す位置にス
キャン範囲マーカを合成し、表示制御部４は、スキャン範囲マーカが合成されたＸ線画像
を表示部５１に表示させる。これにより、Ｘ線画像においてスキャン範囲情報が示す位置
に、スキャン範囲マーカが重畳された状態で表示部５１に表示される。
【００５３】
　または、画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいてプローブ形状情報が示す位置にプ
ローブマーカを合成し、表示制御部４は、プローブマーカが合成されたＸ線画像を表示部
５１に表示させる。これにより、Ｘ線画像においてプローブ形状情報が示す位置にプロー
ブマーカが重畳された状態で表示部５１に表示される。
【００５４】
　または、画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいて注目領域情報が示す位置に注目領
域マーカを合成し、表示制御部４は、注目領域マーカが合成されたＸ線画像を表示部５１
に表示させる。これにより、Ｘ線画像において注目領域情報が示す位置に注目領域マーカ
が重畳された状態で表示部５１に表示される。
【００５５】
　また、表示制御部４は、Ｘ線画像データに基づくＸ線画像を表示部５１に表示させ、そ
のＸ線画像に重ねてスキャン範囲マーカ、プローブマーカ、又は注目領域マーカを表示部
５１に表示させても良い。
【００５６】
　ユーザインターフェース（ＵＩ）５は、表示部５１と操作部５２とを備えている。表示
部５１は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどのモニタで構成されており、Ｘ線画像や超音波
画像を表示する。操作部５２は、ジョイスティックやトラックボールなどのポインティン
グデバイス、スイッチ、各種ボタン、又はキーボードなどで構成されている。なお、図１
においては、医用画像表示システムに対して１つのユーザインターフェース（ＵＩ）５の
みを示しているが、Ｘ線診断装置１と超音波診断装置２とにそれぞれユーザインターフェ
ース（ＵＩ）５を設けても良い。この場合、表示制御部４は、Ｘ線画像をＸ線診断装置１
に設置された表示部に表示させ、超音波画像を超音波診断装置２に設置された表示部に表
示させる。
【００５７】
　演算部３及び表示制御部４は、図示しないＣＰＵと、ＲＯＭ、ＲＡＭなどの図示しない
記憶装置とを備えている。記憶装置には、演算部３の機能を実行するための演算プログラ
ムと、表示制御部４の機能を実行するための表示制御プログラムとが記憶されている。ま
た、演算プログラムには、座標変換部３１の機能を実行するための座標変換プログラムと
、投影位置算出部３２の機能を実行するための投影位置算出プログラムとが含まれている
。ＣＰＵが、各プログラムを実行することにより、各部の機能を実行する。
【００５８】
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［動作］
　次に、この実施形態に係る医用画像表示システムの動作について説明する。この実施形
態に係る医用画像表示システムは、スキャン範囲マーカ、プローブマーカ、又は注目領域
マーカのいずれかをＸ線画像に重ねて表示部５１に表示する。いずれのマーカを表示する
かは操作者が選択することができる。例えば、表示制御部４が、マーカを選択するための
選択画面を表示部５１に表示させ、操作者が操作部５２を用いて所望のマーカを選択する
と、医用画像表示システムは、その選択に従ってマーカを生成してＸ線画像にマーカを重
ねて表示する。以下、第１から第５の動作態様について説明する。
【００５９】
（第１の動作態様）
　第１の動作態様について図３を参照して説明する。図３は、スキャン範囲マーカが重畳
されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。第１の動作態様では、Ｘ線画像にスキ
ャン範囲マーカを重ねて表示部５１に表示する。
【００６０】
　まず、被検体Ｐを寝台天板１３上に載置した状態で、Ｘ線画像取得部１０が撮影を行う
ことでＸ線画像データを取得する。図３に示すように、表示制御部４は、Ｘ線画像取得部
１０によって取得されたＸ線画像データに基づくＸ線画像１００を表示部５１に表示させ
る。
【００６１】
　第１制御部１７は、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情
報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報とを演算部３に出力する。また
、第１制御部１７は、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）を
演算部３に出力する。
【００６２】
　操作者は、超音波プローブ２１を被検体Ｐの体表上に設置する。プローブ位置検出部２
４は、磁気センサや超音波センサを用いることで、超音波プローブ２１の位置を検出する
。例えば、第２制御部２６は、超音波診断装置２の筐体の所定位置を原点とした超音波座
標系を規定し、プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ２１の
位置を検出する。また、プローブ位置検出部２４は、同様の方法によって、Ｘ線座標系の
原点の位置（例えばアイソセンタの位置）を検出する。そして、プローブ位置検出部２４
は、超音波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座標系におけるＸ線
座標系の原点の座標情報とを第２制御部２６に出力する。第２制御部２６は、超音波座標
系における超音波プローブ２１の位置を基準にして、超音波座標系におけるスキャン範囲
の位置を求める。そして、第２制御部２６は、超音波座標系における超音波プローブ２１
の座標情報と、超音波座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情
報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情
報）とを、演算部３に出力する。
【００６３】
　次に、演算部３の座標変換部３１は、超音波座標系とＸ線座標系とで共通しているＸ線
座標系の原点の位置を基準にして、超音波座標系で表わされている超音波プローブ２１の
座標を、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系における超音波プロ
ーブ２１の位置を求める。同様に、座標変換部３１は、超音波座標系における超音波のス
キャン範囲の座標を、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系におけ
るスキャン範囲の位置を求める。
【００６４】
　次に、演算部３の投影位置算出部３２は、Ｘ線座標系におけるＸ線管１１Ａ及びＸ線検
出部１２の位置と、Ｘ線座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置とに基づいて、Ｘ線
管１１Ａの焦点１１Ｂの位置からスキャン範囲をＸ線検出部１２の検出面に投影すること
で、検出面におけるスキャン範囲の形状及び位置を求める。演算部３は、Ｘ線検出部１２
の検出面におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報を表示制御部４に
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出力する。
【００６５】
　次に、マーカ生成部４１は、Ｘ線検出部１２の検出面におけるスキャン範囲の形状及び
位置を示すスキャン範囲情報に基づいて、スキャン範囲の形状を表すスキャン範囲マーカ
を生成する。画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいてスキャン範囲情報が示す位置に
スキャン範囲マーカを合成する。そして、表示制御部４は、スキャン範囲マーカが合成さ
れたＸ線画像を表示部５１に表示させる。例えば図３に示すように、表示制御部４は、Ｘ
線画像１００においてスキャン範囲情報が示す位置に、スキャン範囲マーカ１１０を重ね
て表示部５１に表示させる。
【００６６】
　操作者は、表示部５１に表示されたＸ線画像１００とスキャン範囲マーカ１１０とを参
照し、スキャン範囲マーカ１１０の位置を確認しながら超音波プローブ２１を被検体Ｐの
体表上において所望の位置に移動させる。そして、超音波画像取得部２０によって、その
所望の位置における超音波画像データを取得する。例えば図３に示すように、表示制御部
４は、その所望の位置にて取得された超音波画像データに基づく超音波画像２００を表示
部５１に表示させる。
【００６７】
　以上のように、Ｘ線画像が取得された位置と、超音波によるスキャン範囲の位置との相
関をとり、超音波によるスキャン範囲を示すスキャン範囲マーカ１１０をＸ線画像１００
に重ねて表示することで、操作者は、Ｘ線画像１００と超音波画像２００との間の位置関
係を容易に把握することが可能となる。そのことにより、操作者は、超音波画像２００に
表わされている部位が、Ｘ線画像１００のどの部位に相当するかを容易に把握することが
可能となるため、Ｘ線画像１００を参照しながら、ガイドワイヤの先端が超音波画像２０
０に表わされるように超音波プローブ２１の位置を調整することが容易になる。
【００６８】
（第２の動作態様）
　次に、第２の動作態様について図４を参照して説明する。図４は、プローブマーカが重
畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。第２の動作態様では、Ｘ線画像にプ
ローブマーカを重ねて表示部５１に表示する。
【００６９】
　上述した第１の動作態様と同様に、被検体Ｐを寝台天板１３上に載置した状態で、Ｘ線
画像取得部１０は撮影を行う。図４に示すように、表示制御部４は、Ｘ線画像取得部１０
によって取得されたＸ線画像１００を表示部５１に表示させる。
【００７０】
　第１制御部１７は、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情
報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報とを演算部３に出力する。また
、第１制御部１７は、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）を
演算部３に出力する。
【００７１】
　操作者は、超音波プローブ２１を被検体Ｐの体表上に設置し、プローブ位置検出部２４
は、超音波プローブ２１の位置を検出する。第２の動作態様では、プローブ位置検出部２
４は、超音波プローブ２１の複数個所の位置を検出する。また、プローブ位置検出部２４
は、Ｘ線座標系の原点の位置（例えばアイソセンタの位置）を検出する。そして、第２制
御部２６は、超音波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座標系にお
けるプローブ形状情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報とを演算部
３に出力する。
【００７２】
　次に、演算部３の座標変換部３１は、超音波座標系とＸ線座標系とで共通しているＸ線
座標系の原点の位置を基準にして、超音波座標系で表わされているプローブ形状情報を、
Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系における超音波プローブ２１
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の形状及び位置を求める。
【００７３】
　次に、演算部３の投影位置算出部３２は、Ｘ線座標系におけるＸ線管１１Ａ及びＸ線検
出部１２の位置と、Ｘ線座標系における超音波プローブ２１の形状及び位置とに基づいて
、Ｘ線管１１Ａの焦点１１Ｂの位置から超音波プローブ２１をＸ線検出部１２の検出面に
投影することで、検出面における超音波プローブ２１の形状及び位置を求める。演算部３
は、Ｘ線検出部１２の検出面における超音波プローブ２１の形状及び位置を示すプローブ
形状情報を表示制御部４に出力する。
【００７４】
　次に、マーカ生成部４１は、Ｘ線検出部１２の検出面における超音波プローブ２１の形
状及び位置を示すプローブ形状情報に基づいて、超音波プローブ２１の形状を表すプロー
ブマーカを生成する。画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいてプローブ形状情報が示
す位置にプローブマーカを合成する。そして、表示制御部４は、プローブマーカが合成さ
れたＸ線画像を表示部５１に表示させる。例えば図４に示すように、表示制御部４は、Ｘ
線画像１００においてプローブ形状情報が示す位置に、プローブマーカ１２０を重ねて表
示部５１に表示させる。
【００７５】
　第１の動作態様と同様に、操作者は、Ｘ線画像１００上のプローブマーカ１２０の位置
を確認しながら超音波プローブ２１を被検体Ｐ上において所望の位置に移動させる。そし
て、超音波画像取得部２０によって、その所望の位置における超音波画像データを取得す
る。例えば図４に示すように、表示制御部４は、その所望の位置において取得された超音
波画像データに基づく超音波画像２００を表示部５１に表示させる。
【００７６】
　以上のように、Ｘ線画像が取得された位置と、超音波プローブ２１の位置との相関をと
り、超音波プローブ２１を示すプローブマーカ１２０をＸ線画像１００に重ねて表示する
ことで、操作者は、Ｘ線画像１００と超音波画像２００との間の位置関係を容易に把握す
ることが可能となる。
【００７７】
（第３の動作態様）
　次に、第３の動作態様について図５を参照して説明する。図５は、スキャン範囲マーカ
が重畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。第３の動作態様では、Ｘ線画像
にスキャン範囲マーカを重ね、過去に取得された超音波画像を表示部５１に表示する。
【００７８】
　まず、被検体Ｐを寝台天板１３上に載置した状態で、Ｘ線画像取得部１０によって撮影
を行うことでＸ線画像データを取得する。第１制御部１７は、Ｘ線座標系におけるＸ線管
の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の
座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とをＸ線画
像記憶部１６に出力する。Ｘ線画像記憶部１６は、Ｘ線画像取得部１０によって取得され
たＸ線画像データに、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情
報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情
報とを付帯させて記憶する。
【００７９】
　一方、操作者は、超音波プローブ２１を被検体Ｐの体表上に設置する。超音波画像取得
部２０は、超音波による撮影を行うことで超音波画像データを取得する。そして、超音波
画像取得部２０は、超音波画像データを超音波画像記憶部２５に出力する。
【００８０】
　プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ２１の位置と、超音
波座標系におけるＸ線座標系の原点の位置（例えばアイソセンタの位置）とを検出する。
プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超
音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報とを、超音波画像記憶部２５と第２制御
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部２６とに出力する。第２制御部２６は、超音波座標系における超音波プローブ２１の位
置を基準にして、超音波座標系におけるスキャン範囲の位置を求める。そして、第２制御
部２６は、超音波座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報を
超音波画像記憶部２５に出力する。超音波画像記憶部２５は、超音波画像データに、超音
波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座標系におけるスキャン範囲
情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報とを、付帯させて記憶する。
【００８１】
　そして、過去に取得されたＸ線画像と超音波画像とを表示する場合、操作者は操作部５
２を用いて、所望の画像を指定する。例えば、Ｘ線画像記憶部１６は、患者ＩＤや検査Ｉ
Ｄなどの識別情報をＸ線画像データに付帯させて記憶する。同様に、超音波画像記憶部２
５は、患者ＩＤや検査ＩＤなどの識別情報を超音波画像データに付帯させて記憶する。操
作者は、操作部５２を用いて患者ＩＤや検査ＩＤなどの識別情報を入力する。
【００８２】
　第１制御部１７は、Ｘ線画像記憶部１６に記憶されているＸ線画像データのうち、操作
者によって指定されたＸ線画像データに付帯されているＸ線座標系におけるＸ線管の座標
情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情
報とを演算部３に出力する。また、第１制御部１７は、そのＸ線画像データに付帯されて
いるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）を演算部３に出力す
る。また、第２制御部２６は、超音波画像記憶部２５に記憶されている超音波画像データ
のうち、操作者によって指定された超音波画像データに付帯されている超音波座標系にお
ける超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座標系におけるスキャン範囲情報と、超音
波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とを演
算部３に出力する。
【００８３】
　上述した第１の動作態様と同様に、座標変換部３１は、超音波座標系で表わされている
超音波プローブ２１の座標を、Ｘ線座標系で表わされている座標に変換することで、Ｘ線
座標系における超音波プローブ２１の位置を求める。同様に、座標変換部３１は、超音波
座標系における超音波のスキャン範囲の座標を、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換する
ことで、Ｘ線座標系におけるスキャン範囲の位置を求める。次に、投影位置算出部３２は
、スキャン範囲をＸ線検出部１２の検出面に投影することで、検出面におけるスキャン範
囲の形状及び位置を求める。演算部３は、Ｘ線検出部１２の検出面におけるスキャン範囲
の形状及び位置を示すスキャン範囲情報を表示制御部４に出力する。
【００８４】
　上述した第１の動作態様と同様に、マーカ生成部４１は、Ｘ線検出部１２の検出面にお
けるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報に基づいて、スキャン範囲の形
状を表すスキャン範囲マーカを生成する。
【００８５】
　一方、表示制御部４は、操作者によって指定されたＸ線画像データをＸ線画像記憶部１
６から読み込む。また、表示制御部４は、操作者によって指定された超音波画像データを
超音波画像記憶部２５から読み込む。
【００８６】
　そして、画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいてスキャン範囲情報が示す位置にス
キャン範囲マーカを合成する。表示制御部４は、スキャン範囲マーカが合成されたＸ線画
像を表示部５１に表示させる。例えば図５に示すように、表示制御部４は、Ｘ線画像１０
０においてスキャン範囲情報が示す位置に、スキャン範囲マーカ１１０を重ねて表示部５
１に表示させる。さらに、表示制御部４は、超音波画像データに基づく超音波画像２１０
を表示部５１に表示させる。この超音波画像２１０は、スキャン範囲マーカ１１０が示す
位置にて過去に取得された画像である。
【００８７】
　以上のように、Ｘ線画像が取得された位置と、過去に実施された走査におけるスキャン
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範囲の位置との相関をとり、過去のスキャン範囲を示すスキャン範囲マーカ１１０をＸ線
画像１００に重ねて表示することで、操作者は、Ｘ線画像１００と過去に取得された超音
波画像２１０との間の位置関係を容易に把握することが可能となる。そのことにより、操
作者は、過去に取得された超音波画像２１０に表わされている部位が、Ｘ線画像１００の
どの部位に相当するかを容易に把握することが可能となる。
【００８８】
（第４の動作態様）
　次に、第４の動作態様について図６を参照して説明する。図６は、プローブマーカが重
畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。第４の動作態様では、Ｘ線画像にプ
ローブマーカを重ね、過去に取得された超音波画像を表示部５１に表示する。
【００８９】
　まず、被検体Ｐを寝台天板１３上に載置した状態で、Ｘ線画像取得部１０によって撮影
を行うことでＸ線画像データを取得する。第１制御部１７は、Ｘ線座標系におけるＸ線管
の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の
座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とをＸ線画
像記憶部１６に出力する。Ｘ線画像記憶部１６は、Ｘ線画像取得部１０によって取得され
たＸ線画像データに、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情
報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情
報とを付帯させて記憶する。
【００９０】
　一方、操作者は、超音波プローブ２１を被検体Ｐの体表上に設置する。超音波画像取得
部２０は、超音波による撮影を行うことで超音波画像データを取得する。そして、超音波
画像取得部２０は、超音波画像データを超音波画像記憶部２５に出力する。
【００９１】
　プローブ位置検出部２４は、超音波プローブ２１の複数個所の位置を検出する。また、
プローブ位置検出部２４は、Ｘ線座標系の原点の位置（例えばアイソセンタの位置）を検
出する。そして、プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ２１
の座標情報と、超音波座標系におけるプローブ形状情報と、超音波座標系におけるＸ線座
標系の原点の座標情報とを、超音波画像記憶部２５に出力する。超音波画像記憶部２５は
、超音波画像データに、超音波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超音波
座標系におけるプローブ形状情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報
とを付帯させて記憶する。
【００９２】
　そして、過去に取得されたＸ線画像と超音波画像とを表示する場合、操作者は操作部５
２を用いて患者ＩＤや検査ＩＤなどの識別情報を入力する。
【００９３】
　第１制御部１７は、Ｘ線画像記憶部１６に記憶されているＸ線画像データのうち、操作
者によって指定されたＸ線画像データに付帯されているＸ線座標系におけるＸ線管の座標
情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情
報とを演算部３に出力する。また、第１制御部１７は、そのＸ線画像データに付帯されて
いるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）を演算部３に出力す
る。また、第２制御部２６は、超音波画像記憶部２５に記憶されている超音波画像データ
のうち、操作者によって指定された超音波画像データに付帯されている超音波座標系にお
ける超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座標系におけるプローブ形状情報と、超音
波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とを演
算部３に出力する。
【００９４】
　上述した第２の動作態様と同様に、座標変換部３１は、超音波座標系で表わされている
プローブ形状情報を、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系におけ
る超音波プローブ２１の形状及び位置を求める。次に、投影位置算出部３２は、超音波プ
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ローブ２１をＸ線検出部１２の検出面に投影することで、検出面における超音波プローブ
２１の形状及び位置を示すプローブ形状情報を求める。演算部３は、Ｘ線検出部１２の検
出面における超音波プローブ２１の形状及び位置を示すプローブ形状情報を表示制御部４
に出力する。
【００９５】
　上述した第２の動作態様と同様に、マーカ生成部４１は、Ｘ線検出部１２の検出面にお
ける超音波プローブ２１の形状及び位置を示すプローブ形状情報に基づいて、超音波プロ
ーブ２１の形状を表すプローブマーカを生成する。
【００９６】
　一方、表示制御部４は、操作者によって指定されたＸ線画像データをＸ線画像記憶部１
６から読み込む。また、表示制御部４は、操作者によって指定された超音波画像データを
超音波画像記憶部２５から読み込む。
【００９７】
　そして、画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいてプローブ形状情報が示す位置にプ
ローブマーカを合成する。表示制御部４は、プローブマーカが合成されたＸ線画像を表示
部５１に表示させる。例えば図６に示すように、表示制御部４は、Ｘ線画像１００におい
てプローブ形状情報が示す位置に、プローブマーカ１２０を重ねて表示部５１に表示させ
る。さらに、表示制御部４は、超音波画像データに基づく超音波画像２１０を表示部５１
に表示させる。この超音波画像２１０は、プローブマーカ１２０が示す位置にて過去に取
得された画像である。
【００９８】
　以上のように、Ｘ線画像が取得された位置と、過去に実施された走査における超音波プ
ローブ２１の位置との相関をとり、過去に設置された超音波プローブ２１の形状を示すプ
ローブマーカ１２０をＸ線画像１００に重ねて表示することで、操作者は、Ｘ線画像１０
０と過去に取得された超音波画像２１０との間の位置関係を容易に把握することが可能と
なる。そのことにより、操作者は、過去に取得された超音波画像２１０に表わされている
部位が、Ｘ線画像１００のどの部位に相当するかを容易に把握することが可能となる。
【００９９】
（第５の動作態様）
　次に、第５の動作態様について図７を参照して説明する。図７は、注目領域マーカが重
畳されたＸ線画像と、超音波画像とを示す図である。第５の動作態様では、過去に取得さ
れたＸ線画像に注目領域マーカを重ねて表示部５１に表示する。
【０１００】
　まず、被検体Ｐを寝台天板１３上に載置した状態で、Ｘ線画像取得部１０によって撮影
を行うことでＸ線画像データを取得する。第１制御部１７は、Ｘ線座標系におけるＸ線管
の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の
座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）とをＸ線画
像記憶部１６に出力する。Ｘ線画像記憶部１６は、Ｘ線画像取得部１０によって取得され
たＸ線画像データに、Ｘ線座標系におけるＸ線管の座標情報及びＸ線検出部１２の座標情
報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情報と、Ｘ線座標系の原点の座標情
報とを付帯させて記憶する。
【０１０１】
　一方、操作者は、超音波プローブ２１を被検体Ｐの体表上に設置する。超音波画像取得
部２０は、超音波による撮影を行うことで超音波画像データを取得する。そして、超音波
画像取得部２０は、超音波画像データを超音波画像記憶部２５に出力する。
【０１０２】
　プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ２１の位置と、超音
波座標系におけるＸ線座標系の原点の位置（例えばアイソセンタの位置）とを検出する。
プローブ位置検出部２４は、超音波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超
音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報とを、超音波画像記憶部２５と第２制御
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部２６とに出力する。第２制御部２６は、超音波座標系における超音波プローブ２１の位
置を基準にして、超音波座標系におけるスキャン範囲の位置を求める。そして、第２制御
部２６は、超音波座標系におけるスキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報を
超音波画像記憶部２５に出力する。超音波画像記憶部２５は、超音波画像データに、超音
波座標系における超音波プローブ２１の座標情報と、超音波座標系におけるスキャン範囲
情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報とを、付帯させて記憶する。
【０１０３】
　そして、過去に取得されたＸ線画像と超音波画像とを表示する場合、操作者は操作部５
２を用いて患者ＩＤや検査ＩＤなどの識別情報を入力する。
【０１０４】
　表示制御部４は、操作者によって指定されたＸ線画像データをＸ線画像記憶部１６から
読み込み、そのＸ線画像データに基づくＸ線画像を表示部５１に表示させる。また、表示
制御部４は、操作者によって指定された超音波画像データを超音波画像記憶部２５から読
み込み、その超音波画像データに基づく超音波画像を表示部５１に表示させる。例えば図
７に示すように、表示制御部４は、超音波画像３００を表示部５１に表示させ、Ｘ線画像
４００を表示部５１に表示させる。なお、表示制御部４は、超音波画像３００とＸ線画像
４００とをそれぞれ別のモニタ（表示部５１）に表示させても良いし、同じモニタに両画
像を表示させても良い。
【０１０５】
　表示部５１に超音波画像３００が表示されている状態で、操作者が操作部５２を用いて
超音波画像上の所望領域（注目領域）を指定する。例えば図７に示すように、操作者は操
作部５２を用いて、矩形状の注目領域３１０と、別の矩形状の注目領域３２０とを指定す
る。例えば、表示制御部４は、注目領域を指定するためのマーカを超音波画像３００に重
ねて表示部５１に表示させ、操作者が操作部５２を用いてそのマーカを超音波画像３００
上で移動させたり、形状を変えたりすることで、注目領域３１０、３２０を指定する。
【０１０６】
　超音波画像３００上で注目領域３１０、３２０が指定されると、領域特定部２８は、操
作者によって指定された注目領域３１０、３２０の座標情報をユーザインターフェース（
ＵＩ）５から受けて、超音波座標系における注目領域３１０、３２０の位置を特定する。
まず、領域特定部２８は、表示部５１に表示されている超音波画像データを超音波画像記
憶部２５から読み込む。そして、領域特定部２８は、超音波画像データに付帯されている
スキャン範囲の形状及び位置を示すスキャン範囲情報と、操作者によって指定された注目
領域３１０、３２０の超音波画像３００上での座標情報とに基づいて、スキャン範囲内に
おける指定された注目領域３１０、３２０の位置を特定する。つまり、領域特定部２８は
、スキャン範囲と、そのスキャン範囲を走査することで取得された超音波画像３００との
位置関係に基づいて、スキャン範囲内における超音波画像３００上で指定された注目領域
３１０、３２０の位置を特定する。そして、領域特定部２８は、超音波座標系における注
目領域３１０、３２０の形状及び位置をそれぞれ示す注目領域情報を第２制御部２６に出
力する。
【０１０７】
　第１制御部１７は、Ｘ線画像記憶部１６に記憶されているＸ線画像データのうち、操作
者によって指定されたＸ線画像データに付帯されているＸ線座標系におけるＸ線管の座標
情報及びＸ線検出部１２の座標情報（保持部１４の座標情報）と、寝台天板１３の座標情
報とを演算部３に出力する。また、第１制御部１７は、そのＸ線画像データに付帯されて
いるＸ線座標系の原点の座標情報（例えばアイソセンタの座標情報）を演算部３に出力す
る。また、第２制御部２６は、超音波座標系における注目領域３１０、３２０の形状及び
位置をそれぞれ示す注目領域情報と、超音波座標系におけるＸ線座標系の原点の座標情報
（例えばアイソセンタの座標情報）とを、演算部３に出力する。
【０１０８】
　上述した動作態様と同様に、座標変換部３１は、超音波座標系で表わされる注目領域３
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１０、３２０を、Ｘ線座標系で表わされる座標に変換することで、Ｘ線座標系における注
目領域３１０、３２０の形状及び位置をそれぞれ求める。次に、投影位置算出部３２は、
注目領域３１０、３２０をＸ線検出部１２の検出面に投影することで、検出面における注
目領域３１０、３２０の形状及び位置を求める。演算部３は、Ｘ線検出部１２の検出面に
おける注目領域３１０、３２０の形状及び位置をそれぞれ示す注目領域情報を表示制御部
４に出力する。
【０１０９】
　上述した動作態様と同様に、マーカ生成部４１は、Ｘ線検出部１２の検出面における注
目領域３１０の形状及び位置を示す注目領域情報に基づいて、注目領域３１０に対応する
領域の形状を表す注目領域マーカを生成する。また、マーカ生成部４１は、Ｘ線検出部１
２の検出面における注目領域３２０の形状及び位置を示す注目領域情報に基づいて、注目
領域３２０に対応する領域の形状を表す注目領域マーカを生成する。
【０１１０】
　そして、画像合成部４２は、Ｘ線画像データにおいて注目領域３１０の注目領域情報が
示す位置に、注目領域３１０を表す注目領域マーカを合成する。また、画像合成部４２は
、Ｘ線画像データにおいて注目領域３２０の注目領域情報が示す位置に、注目領域３２０
を表す注目領域マーカを合成する。表示制御部４は、注目領域マーカが合成されたＸ線画
像を表示部５１に表示させる。例えば図７に示すように、表示制御部４は、Ｘ線画像４０
０において注目領域３１０の注目領域情報が示す位置に、注目領域３１０を表す注目領域
マーカ４１０を重ねて表示部５１に表示させる。また、表示制御部４は、Ｘ線画像４００
において注目領域３２０の注目領域情報が示す位置に、注目領域３２０を表す注目領域マ
ーカ４２０を重ねて表示部５１に表示させる。
【０１１１】
　以上のように、Ｘ線画像４００が取得された位置と、超音波画像３００において指定さ
れた注目領域３１０、３２０の位置との相関をとり、注目領域を示す注目領域マーカ４１
０、４２０をＸ線画像４００に重ねて表示することで、操作者は、Ｘ線画像４００と超音
波画像３００における注目領域３１０、３２０との間の位置関係を容易に把握することが
可能となる。そのことにより、超音波画像３００における注目領域３１０、３２０に含ま
れる部位が、Ｘ線画像４００のどの部位に相当するかを容易に把握することが可能となる
。
【０１１２】
　以上のように、この発明の実施形態に係る医用画像表示システムによると、超音波画像
と組織（血管、骨、軟部）との位置関係の把握が容易になるため、超音波診断装置２を利
用したＰＰＩ時の時間を短縮することが可能となる。このようにＰＰＩに要する時間が短
縮されるため、Ｘ線診断装置１による撮影の時間も短縮することが可能となり、その結果
、被検体Ｐの被曝を低減させることが可能となる。また、超音波診断装置２によって撮影
したい組織（血管、骨、軟部）やガイドワイヤの先端部に、超音波プローブ２１を容易に
移動させることが可能となる。そのことにより、超音波診断装置２を利用したＰＰＩにお
いて、完全閉塞などの患部にガイドワイヤを通す時間を短縮させることが可能となる。ま
た、ＰＰＩに限らず、Ｘ線診断装置１と超音波診断装置２とを使用して行う検査及び治療
においても、同様の効果を奏することが可能となる。
【符号の説明】
【０１１３】
　１　Ｘ線診断装置
　２　超音波診断装置
　３　演算部
　４　表示制御部
　５　ユーザインターフェース（ＵＩ）
　１０　Ｘ線画像取得部
　１１　Ｘ線発生部
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　１２　Ｘ線検出部
　１３　寝台天板
　１４　保持部（Ｃアーム）
　１５　Ｘ線画像生成部
　１６　Ｘ線画像記憶部
　１７　第１制御部
　２０　超音波画像取得部
　２１　超音波プローブ
　２２　送受信部
　２３　超音波画像生成部
　２４　プローブ位置検出部
　２５　超音波画像記憶部
　２６　第２制御部
　２７　スキャン範囲設定部
　２８　領域特定部
　３１　座標変換部
　３２　投影位置算出部
　４１　マーカ生成部
　４２　画像合成部
　５１　表示部
　５２　操作部

【図１】 【図２】
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